
川崎市地域保育園援護事業実施要綱 

                     平成１9年3月30日付市長決裁

1 8 川 健 こ 計 第 9 5 6 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の地域保育園に在園している児童の福祉向上を図る

ため、地域保育園に対する助成事業について定めるものとする。 

（助成金交付対象） 

第２条 助成金の支給対象施設は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第３５条第４項に規定する認可を受けずに、日々保護者の委託を受けて保育

に欠ける児童を保育することを目的として設置された施設のうち、認可外保

育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について（平成１７年１月２

１日付雇児発第０１２１００２号）に定める認可外保育施設指導監督基準を

満たす旨の証明書が発行されている施設（ただし、子ども・子育て支援法第

５９条の２第１項に規定する施設は除く）とする。 

（助成金の支給額） 

第３条 助成金の交付額は別表のとおりとする。 

（助成金の支給時期） 

第４条 助成金の交付は年１回とする。 

（助成金の支給申請） 

第５条 助成金の支給を受けようとする者は、地域保育園児童助成金交付申請

書（第１号様式）に必要書類を添付し、提出期日までに市長に提出するもの

とする。 

（助成金の交付決定） 



第６条 市長は、前条の申請があったときは、申請書その他書類を審査し、速

やかに助成金の交付の可否を決定するものとする。 

（助成金の交付に関する調査） 

第７条 市長は、助成金の交付について、必要と認めたときは、助成金の支給

を受けた施設に対し、報告を求め又は実地に調査を行うことができる。 

（助成金の返還等） 

第８条 市長は、助成金の受給に虚偽申請その他不正の手段による受給があっ

た場合は、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長が別に定

める。 
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川崎市地域保育園援護費一覧表（別表） 

項目 上限金額 

施設賠償責任保険 １施設 ７，７００円 ／ 年 

職員健康診断費 １人  １，８５０円 ／ 年 

児童健康診断費 １人  １，８５０円 ／ 年 

調理職員等検便費 １人    ２６５円 ／ 月 


